
川 崎 市 病 院 局 職 員 通 報 制 度 等 に 関 す る 要 綱  

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日  

３１川病総庶第２０９１号 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 職 員 通 報 の 処 理 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を

定 め 、 病 院 局 （ 以 下 「 局 」 と い う 。） に お け る 違 法 な 行 為 が

見 過 ご さ れ る こ と な く 、 職 員 自 ら が 率 先 し て 是 正 す る こ と に

よ り 、 病 院 事 業 運 営 に お い て 法 令 遵 守 を よ り 一 層 推 進 す る こ

と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 職 員  局 の 職 員 の う ち 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 ２ ６ １ 号 ） 第 ３ 条 第 ２ 項 及 び 同 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 該 当 す

る 者 を い う 。  

(２ ) 職 員 等  局 の 機 関 に 属 す る す べ て の 者 を い う 。  

(３ ) 職 員 通 報  職 員 が 、 不 正 の 目 的 で な く 、 通 報 事 実 が 生 じ 、

又 は ま さ に 生 じ よ う と し て い る 旨 を 通 報 窓 口 に 通 報 す る こ

と を い う 。  

(４ ) 通 報 者  職 員 通 報 を 行 う 者 を い う 。  

( ５ ) 通 報 事 実  局 又 は 職 員 の 行 為 で あ っ て 、 通 報 対 象 事 実

（ 公 益 通 報 者 保 護 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条

第 ３ 項 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） そ の 他 局 の 事

務 に 係 る 法 令 （ 条 例 、 規 則 等 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） に 違 反

す る 行 為 の 事 実 を い う 。  



(６ )  通 報 対 応 業 務  職 員 通 報 を 受 け 、 通 報 事 実 を 調 査 し 、 是

正 措 置 等 を 検 討 及 び 実 行 す る 業 務 を い う 。  

(７ )  通 報 対 象 者  職 員 通 報 の 対 象 と な っ て い る 職 員 等 を い う 。  

（ 通 報 対 応 責 任 者 ）  

第 ２ 条 の ２  職 員 通 報 の 対 応 責 任 者 は 、 病 院 局 長 と す る 。  

２  通 報 対 応 責 任 者 は 、 職 員 通 報 に 対 応 す る 体 制 を 整 備 し 、 通

報 対 応 業 務 を 総 括 す る も の と す る 。  

（ 通 報 窓 口 ）  

第 ３ 条  職 員 通 報 の 通 報 窓 口 は 、 総 務 部 庶 務 課 と す る 。  

２  通 報 窓 口 は 、 職 員 か ら の 通 報 事 実 に 係 る 相 談 を 受 け る も の

と す る 。  

 （ 職 員 通 報 の 方 法 ）  

第 ４ 条  職 員 は 、 職 員 通 報 を す る と き は 、 自 己 の 所 属 、 氏 名 及

び 連 絡 先 を 明 ら か に し て 通 報 事 実 等 を 記 載 し た 書 面 （ 電 子 メ

ー ル 等 に よ る も の を 含 む 。 以 下 「 通 報 書 」 と い う 。） に よ り

通 報 窓 口 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 通 報 者 の 責 務 ）  

第 ５ 条  通 報 者 は 、 他 人 の 正 当 な 利 益 を 害 す る こ と の な い よ う 、

又 は 正 当 な 理 由 な く 公 務 の 遂 行 を 妨 げ る こ と の な い よ う 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 （ 通 報 者 の 保 護 ）  

第 ６ 条  職 員 等 は 、 通 報 者 に 対 し 、 職 員 通 報 を し た こ と を 理 由

と し て 、 不 利 益 な 取 扱 い を し て は な ら な い 。  

２  職 務 上 職 員 通 報 に 係 る 秘 密 を 知 り 得 た 職 員 等 は 、 そ の 秘 密

を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 に お い て も 、 ま た 、



同 様 と す る  

３  通 報 等 を し た 者 を 特 定 さ せ る 事 項 は 、 特 に 必 要 と 認 め ら れ

る 場 合 を 除 い て 、 通 報 対 応 責 任 者 及 び 通 報 窓 口 に 限 り 共 有 す

る も の と す る 。  

４  病 院 事 業 管 理 者 （ 以 下 「 管 理 者 」 と い う 。） は 、 職 員 等 が

前 ３ 項 の 規 定 に 反 す る 行 為 を し た と き 又 は 職 員 通 報 制 度 を 不

正 に 利 用 し た と き は 、 そ の 職 員 等 に 対 し 、 懲 戒 処 分 そ の 他 の

必 要 な 措 置 を と る も の と す る 。  

（ 独 立 性 の 確 保 ）  

第 ６ 条 の ２  管 理 者 は 事 案 の 処 理 に 当 た り 、 通 報 対 象 者 か ら の

独 立 性 を 確 保 す る た め に 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 所 要 の

手 段 、 方 法 、 措 置 等 を 適 切 に 用 い 、 又 は 講 じ る も の と す る 。  

（ 利 益 相 反 関 係 の 排 除 ）  

第 ７ 条  職 員 等 は 、 自 ら が 関 係 す る 職 員 通 報 の 事 案 の 処 理 に 関

与 し て は な ら な い 。  

 （ 通 報 の 処 理 ）  

第 ８ 条  管 理 者 は 、 職 員 通 報 を 受 け た と き は 、 通 報 書 の 内 容 等

に つ い て 確 認 し た 後 、 職 員 通 報 と し て 処 理 す る 場 合 は そ の 旨

を 、 職 員 通 報 と し て 処 理 で き な い 場 合 は 理 由 を 付 し て そ の 旨

を 通 報 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 通 報 者 が 通 知 を 希

望 し な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  管 理 者 は 、 通 報 書 に 関 し て 、 通 報 者 に 連 絡 し 、 又 は 内 容 等

を 確 認 す る と き は 、 通 報 者 の 秘 密 が 保 持 さ れ る 手 段 、 方 法 、

措 置 等 を 適 切 に 用 い 、 又 は 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 調 査 ）  



第 ９ 条  管 理 者 は 、 職 員 通 報 に つ い て 、 必 要 な 調 査 を 行 う も の

と す る 。  

２  前 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 調 査 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 協 力 義 務 ）  

第 ９ 条 の ２  職 員 等 は 、 管 理 者 が 行 う 調 査 に 協 力 す る も の と す

る 。  

２  職 員 等 が 通 報 対 象 者 と な っ た 場 合 に は 、 こ れ に 誠 実 に 応 じ

な け れ ば な ら な い 。  

（ 是 正 措 置 ）  

第 １ ０ 条  管 理 者 は 、 調 査 を 行 っ た 結 果 、 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 直 ち に 通 報 事 実 に 係 る 法 令 の 規 定 に 沿 う よ う 適 正 な

措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

（ 結 果 の 通 知 ）  

第 １ １ 条  管 理 者 は 、 調 査 を 終 了 し た と き は 、 通 報 事 実 の 調 査

結 果 等 を 通 報 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 通 報 者 が 通

知 を 希 望 し な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 公 表 ）  

第 １ ２ 条  管 理 者 は 、 通 報 事 実 に 係 る 職 員 通 報 の 状 況 等 に つ い

て 、 年 １ 回 公 表 す る も の と す る 。  

（ 匿 名 等 に よ る 職 員 か ら の 通 報 ）  

第 １ ３ 条  職 員 か ら 匿 名 又 は 口 頭 に よ り 通 報 事 実 に つ い て 通 報

が あ っ た と き は 、 従 前 の 例 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 匿 名 又 は 口 頭 に よ り な さ れ た 通

報 に つ い て 、 通 報 事 実 の 内 容 に よ り 必 要 と 認 め る と き 又 は 通

報 事 実 に 係 る 客 観 的 な 資 料 等 の 提 示 が あ る と き は 、 そ の 通 報



事 実 を 記 載 し た 書 面 を 通 報 書 と み な し て 処 理 す る こ と が で き

る 。  

（ 職 員 以 外 の 者 等 か ら の 通 報 ）  

第 １ ４ 条  職 員 以 外 の 者 か ら 通 報 事 実 に つ い て 通 報 が あ っ た と

き は 、 従 前 の 例 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 以 外 の 者 に よ り な さ れ た 通

報 に つ い て 、 自 己 の 住 所 、 氏 名 等 を 明 ら か に し た 書 面 に よ る

通 報 で あ る と き 、 通 報 事 実 の 内 容 に よ り 必 要 と 認 め る と き 又

は 通 報 事 実 に 係 る 客 観 的 な 資 料 等 の 提 示 が あ る と き は 、 そ の

通 報 事 実 を 記 載 し た 書 面 を 通 報 書 と み な し て 処 理 す る こ と が

で き る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 公 益 通 報 者 保 護 法 第 ２ 条 第 １

項 に 規 定 す る 者 （「 職 員 」 を 除 く 。） が 、 不 正 の 目 的 で な く 、

通 報 事 実 が 生 じ 、 又 は ま さ に 生 じ よ う と し て い る 旨 を 通 報 窓

口 に 通 報 す る 場 合 は 職 員 通 報 と し て 処 理 す る も の と す る 。  

４  通 報 し た 者 が 不 詳 の ま ま 、 通 報 事 実 に つ い て 通 報 が な さ れ

た と き は 、 職 員 以 外 の 者 か ら 通 報 が あ っ た も の と み な し 、 第

１ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 を 適 用 し て 処 理 す る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 職 員 通 報 制 度 等 の 施

行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


